
（平成２１年１１月１８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認山口地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

山口国民年金 事案 512 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年１月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 48年１月から 50年３月まで 

私は、社会保険事務所に申立期間について国民年金保険料の納付記録を

照会したところ、納付の事実が確認できないとの回答を受けた。   

申立期間当時はＡ市（現在は、Ｂ市）の美容室に住み込みで勤務してい

た。親からも加入を勧められたが、二十歳になれば国民年金に加入し、国

民年金保険料を納付するのが当たり前と思っていた。集金人の方について

も記憶があり、申立期間の納付記録に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金保険料を完納している上、婚姻後の昭

和 53 年４月以降は国民年金に任意加入しているなど、国民年金保険料の納

付意識は高かったことが推測される。 

   また、申立人が国民年金保険料を一緒に納付していたと主張している美容

室のオーナーは、昭和 48 年３月に国民年金に任意加入して同年４月から国

民年金保険料を完納しているとともに、「申立人は自分が国民年金に加入す

る前から国民年金に加入していた。国民年金保険料は集金人に一緒に支払っ

ていた。」と証言している。 

   さらに、申立人が納付していたとしている国民年金保険料額は当時の保険

料額と一致するとともに、国民年金保険料の集金人の氏名を記憶しており、

同氏から当時の事情を聴取することはできなかったものの、Ａ市では、申立

期間当時、同氏が申立人が勤務していた美容室のある地区の集金人であった

ことを認めている。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。  



                      

  

山口厚生年金 事案 517 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）におけ

る申立人の被保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 58 年 10

月 31 日）及び資格取得日（61 年３月 16 日）を取り消し、申立期間の標準報

酬月額を 58 年 10月から 59年９月までは５万 6,000円、同年 10 月から 60年

９月までは６万 4,000 円、同年 10 月から 61 年２月までは６万 8,000 円とす

ることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 58年 10月 31日から 61年３月 16日まで 

    昭和 58年２月１日から 61年９月 16日までＡ株式会社Ｃ工場に、Ｄ職と

して常勤で継続して勤務したが、「年金加入記録のお知らせ」で申立期間

の厚生年金保険の加入記録が無かった。      

    申立期間は、厚生年金保険の加入記録がある同僚と全く同じように勤務

していたので、申立期間の記録が無いことに納得ができない。調査して記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ株式会社において昭和 58 年２月

１日に厚生年金保険の資格を取得し、同年 10 月 31 日に資格を喪失後、61 年

３月 16 日に同社において再度資格を取得しており、58 年 10 月から 61 年２

月までの被保険者記録が無い。 

しかし、申立人が申立期間において、Ａ株式会社Ｃ工場にＤ職として継続

して勤務していたことは、当時の同僚の証言により推認できる。 

また、申立期間当時、Ａ株式会社Ｃ工場に勤務していた同僚 15 人に対して

申立人の勤務状況等について照会した結果、11 人から回答があり、申立人と



                      

  

同様のパート勤務で勤務箇所が同一であった者６人は、申立人はＤ職として

同僚と同じように継続して勤務していた旨回答している上、申立期間当時、

同工場に勤務していたパート勤務の同僚 14 人は、いずれも申立期間において

厚生年金保険の加入記録が確認できることから、申立期間当時、同工場では、

パート勤務者も厚生年金保険に加入させていたことが推認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の申立期間前後の記録

及び同僚の記録から判断すると、昭和 58 年 10 月から 59 年９月までは５万

6,000 円、同年 10 月から 60 年９月までは６万 4,000 円、同年 10 月から 61

年２月までは６万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないに

もかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、

事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行って

おり、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 58年 10月から 61年

２月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

山口厚生年金 事案 518 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は申立期間のうち、平成 13 年 10 月１日から 15 年６月 30 日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人の有限会社Ａにおける資格取得日に係る記録を 13

年 10 月１日、資格喪失日を 15 年７月１日とし、当該期間に係る標準報酬月

額を 24万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13年 10月から 16年９月まで 

私は、有限会社Ｂに勤務した申立期間について、社会保険事務所に厚生

年金保険の加入記録を照会したところ、厚生年金保険の加入期間が無いと

の回答を受けた。同社に勤務し、入社当初から厚生年金保険料も控除され

ていたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、有限会社Ｂにおいて勤務していたと申し立

てているところ、同社の事業主、就労先の株式会社Ｃ及び同僚の供述により、

申立期間のうち平成 13年 10月から 15年６月までの期間を有限会社Ａに、15

年７月から 16年９月までの期間を有限会社Ｂに勤務していたと認められる。 

また、申立期間当時、有限会社Ａの総務課長で、厚生年金保険に係る事務

手続に携わっていたとする同僚からは、「申立人が有限会社Ａに勤務してい

た平成 13年 10月から 15年６月までの期間について、申立人の厚生年金保険

料は、給与から控除されていた。」と供述しており、申立人は、申立期間の

うち、有限会社Ａに勤務していた 13年 10月から 15年６月までの期間におい

て、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められ

る。 

なお、有限会社Ａの総務課長の供述により、申立人の有限会社Ａにおける



                      

  

厚生年金保険被保険者資格の取得日は平成 13 年 10 月１日とし、資格喪失日

は 15年７月１日とすることが妥当である。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人と同一期間に株式

会社Ｃで同一業務に従事していた同僚の標準報酬月額の記録から 24 万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、有

限会社Ａは解散しており、事業主からも確認することができないが、仮に、

事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その

後被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機

会においても社会保険事務所が当該届出を記録していない。これは、通常の

事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所への資格の

得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る平成 13年 10月から 15年６月までの期間に係る厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主はこれらの期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 15 年７月１日から 16 年９月までの期間につ

いては、就労先の株式会社Ｃの回答等により、有限会社Ｂの社員として勤務

していたことは認められる。 

しかしながら、有限会社Ｂの事業主は、申立人は臨時社員扱いの身分であ

り本人の希望により厚生年金保険には加入させず、したがって、厚生年金保

険料も給与から控除していないとしている。 

このほか、申立てに係る事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として平成 15 年７月１日から 16 年９月までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認

めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

山口厚生年金 事案 519 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会

社）Ｃ営業所における申立人の資格喪失日に係る記録を昭和 24 年 10 月１日

に、同社Ｄ事業所（同社Ｅ工場の従業員に係る厚生年金保険適用事業所）に

おける資格取得日に係る記録を 24 年 10 月１日、資格喪失日に係る記録を 26

年５月１日に訂正し、当該期間に係る標準報酬月額を 24 年９月から 25 年 10

月までは 4,000 円、同年 11 月から 26 年４月までは 5,000 円とすることが必

要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 24年９月 30日から 26年５月１日まで 

    昭和 24 年Ａ株式会社に入社し、26 年４月 30 日に退職した。途中、同社

Ｃ営業所から同社Ｅ工場へ転勤となったが、退職するまで継続して勤務し

たにもかかわらず、同社における厚生年金保険の資格取得及び喪失の記録

は、24 年６月 10 日から同年９月 30 日までとなっており、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無いことに納得できないので、調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ株式会社から提出のあった社員名簿及び社員元簿により申立人は申立期

間を含め、同社に継続して勤務（Ａ株式会社Ｃ営業所から同社Ｅ工場に異

動）していたことが認められる。 

また、Ｂ株式会社では「人事記録において、申立人の勤務が確認できるこ

とから、当該期間については保険料を控除していた。転勤により被保険者か

ら外されることはあり得ないため、当時、何らかの事務処理ミスの可能性も

あると考えられる。」と述べている。 

なお、異動日については、社員元簿に昭和 24 年 10 月１日Ａ株式会社Ｃ営



                      

  

業所から同社Ｅ工場に異動と記載されていることから、24 年 10 月１日とす

ることが妥当である。    

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ株式会社Ｃ営業所における

申立人の標準報酬月額から判断すると、昭和 24年９月から 25 年 10月までは

4,000 円、申立人の同僚の記録から判断すると、同年 11 月から 26 年４月ま

では 5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、Ａ株式会社Ｃ営業所における、昭和 24 年９月分については、

事業主が資格喪失日を 24 年 10 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険

事務所がこれを同年９月 30 日と誤って記録したとは考え難いことから、事業

主が、同年９月 30 日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る 24 年９月の保険料について納入告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

また、Ａ株式会社Ｄ事業所における昭和 24 年 10月から 26年４月までの保

険料については、Ｂ株式会社は当時の納付書類が無く不明としているが、仮

に、申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保

険者資格の喪失届を提出する機会があったことになるが、いずれの機会にお

いても社会保険事務所が当該届出を記録していない。これらは通常の事務処

理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係

る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 24 年

10 月から 26 年４月までの期間に係る保険料についての納入告知を行ってお

らず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

 



                      

  

山口厚生年金 事案 520 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年４月１日から同年６月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年４月１

日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を１万 6,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月１日から 37年６月１日まで 

② 昭和 41年４月１日から同年６月１日まで 

私は、昭和 36 年４月からＣ職としてＢ社に就職し、40 年７月末に同保

育園を退職した。36 年４月から厚生年金保険に加入していると思っていた

が、申立期間①が未加入となっている。 

また、昭和 41 年４月から 42 年６月末までＣ職としてＡ社に勤務してい

たが、申立期間②の厚生年金保険の記録が未加入となっている。 

    申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、複数の同僚の証言から申立人がＡ社に勤務していた

ことが推認できる。 

また、申立内容及び複数の同僚の証言から、申立人は昭和 41 年４月からＡ

社においてＤ担当として勤務していたことが推認できるところ、社会保険庁

のオンライン記録によると、当該申立内容及び証言から申立期間②当時にＤ

担当として勤務していたと推測される同僚はすべて 41 年４月１日から厚生年

金保険に加入していることが確認できる。 

さらに、事業主及び同僚から試用期間が有ったとする証言は得られない上、

社会保険庁のオンライン記録では、昭和 41 年４月１日に厚生年金保険の被保



                      

  

険者資格を喪失している者も確認できるところ、申立期間②後の 42 年４月か

らクラス担任をしていたと推測される同僚３人は、同年４月１日にＤ担当で

あったと推測される同僚３人が厚生年金保険の被保険者資格を喪失するのと

同日に被保険者資格を取得していることが確認できることから判断すると、

事業主は、当時、Ｄ担当をすべて厚生年金年金保険に加入させていたことが

うかがえる。 

これらを総合的に判断すると、申立期間②において、申立人がＡ社におい

て勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

41 年６月の社会保険庁のオンライン記録から、１万 6,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

所が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

申立期間①について、事業主が保管する申立人に係る履歴書及び複数の同

僚の証言から、申立人がＢ社に勤務していたことは認められる。 

   しかし、事業主が保管する申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資

格取得確認及び標準報酬決定通知書（以下「通知書」という。）によると、

申立人に係る健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取得日は昭和 37 年

６月１日と記載されており、社会保険庁のオンライン記録と一致しているこ

とが確認できる上、申立人のＢ社における雇用保険の被保険者資格の取得日

とも一致していることが確認できる。 

また、事業主は申立人の厚生年金保険に係る被保険者資格取得届及び保険

料の納付の有無について上記履歴書及び通知書を除き不明としており、ほか

に同僚から申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除につながる証言

を得られない上、複数の同僚は自身の厚生年金保険の記録について勤務後す

ぐに加入していない旨の証言をしている。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

  

山口国民年金 事案 513 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年３月から 47 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 42年３月から 47年６月まで 

私は、社会保険事務所に申立期間について国民年金保険料の納付記録を

照会したところ、加入及び納付の事実が確認できないとの回答を受けた。 

私は当時、県外で大学生であったが、住民票はＡ市に置いていたので、

母が国民年金については姉（地元の短大卒）と同様に婚姻するまでは国民

年金保険料を納付してくれると言っていたのを覚えている。国民年金保険

料の領収書は、その後の引っ越しなどで紛失して無いが、姉は納付記録が

あるのに、私の納付記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入等について、申立人の母が申立人の姉と同様に

対応してくれていたはずであると主張しているが、申立人の姉は、社会保険

庁のオンライン記録から、20 歳となる昭和 37 年から国民年金保険料を納付

していることが確認できるものの、国民年金手帳記号番号は 38 年２月 16 日

にＡ市から払い出されており、姉の前後 20 人の払出者の年齢を見ると、20

歳の者が 13 人見られることから、姉は何らかの加入勧奨等により国民年金

に加入したものと推測される上、当時申立人の母と同居し、１か月後の同年

３月には短大を卒業して国民年金の強制加入対象者となる申立人の姉と、当

時はＡ市には居住しておらず、県外の大学生で任意加入対象者である申立人

とでは、姉妹に国民年金の加入勧奨等の取扱いに差があったとしても不自然

ではない。 

また、申立人の母は、国民年金の制度発足当初から任意加入対象者である

が、初めて国民年金に任意加入したのは、昭和 49 年１月であるなど、国民

年金の加入に積極的ではなかったことがうかがえるほか、申立人の国民年金



 

  

加入手続及び保険料の納付方法に係る記憶は無いとしており、申立期間当時

の状況が不明である。 

さらに、申立人は、「婚姻するまでは母が国民年金保険料を納付してくれ

たが、婚姻後は自分で納付するように言われた。」と述べるとともに、申立

人の母も同様の供述をしているが、申立人の姉は、婚姻後も引き続き国民年

金保険料を納付しているものの、申立人は昭和 46 年 11 月の婚姻と同時にＡ

市から転居したＢ市での国民年金の加入手続や国民年金保険料の納付記録が

無く、申立人自身も加入手続等を行った覚えが無いとしているのは不自然で

ある。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

山口厚生年金 事案 521 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 29年３月 10日から 37年４月１日まで 

  私は、社会保険事務所に申立期間について脱退手当金の支給記録を照会

したところ、支給済みとの回答を受けた。 

昭和 53 年に退職したＡ事業所の退職一時金は受給した記憶はある。しか

し、37 年に退職したＢ事業所に係る脱退手当金を受給した覚えは無く、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間後に加入した共済組合からの退職一時金を受給したこ

とを認めており、共済組合からの年金給付が受けられなくなることを知りつ

つ、一時金の受給を選択したことを踏まえると、当時、厚生年金の給付に対

する意識もあったとは考え難く、申立期間の厚生年金保険については、既に

脱退手当金として支給されていたものと考えるのが自然である。 

   また、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する「脱」表

示が記されているとともに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申

立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約５か月後の昭和 37 年８月 31 日

に支給決定されているほか、被保険者台帳には同年８月７日に脱退手当金の

算定のために必要となる標準報酬月額等を社会保険庁から当該脱退手当金を

裁定した社会保険事務所へ回答したことが記録されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

  

山口厚生年金 事案 522 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 35年４月 20日から 36年６月１日まで 

    私は、昭和 35 年４月中ごろから 36 年５月末ごろまで、Ａ事業所（現在

は、株式会社Ｂ）で製缶工として勤務していたことを記憶している。 

 厚生年金保険の期間照会の回答では加入記録が無いとのことであったが

勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ事業所に勤務していたことは、事業主の氏名及び事業主の家族

構成等のほか、同事業所の所在地及び業務内容を詳細に記憶していることか

ら推認できる。 

しかし、申立人から申立内容を聴取する段階で申立期間を変更するなど、

勤務期間について記憶が曖昧
あいまい

である上、株式会社Ｂの事務担当者から「申立

期間当時の関係資料は既に廃棄しているため、申立人の勤務実態及び厚生年

金保険の適用について確認することができない。」との回答があり、申立人

の厚生年金保険料の控除に係る周辺事情を見出すことができない。 

また、複数の同僚から「申立人を覚えていない。」との回答のほか、「当

時は手取りを多くするため社会保険等に加入しない者もいた。」との回答も

得ており、申立人と同年代で加入していない者も確認できることから、当時、

事業主はすべての従業員について厚生年金保険の手続を行っていなかったこ

とがうかがえるが、当時の事業主及び経理担当者は既に亡くなっているため、

申立期間における厚生年金保険の取扱いや、厚生年金保険料の控除に関する

具体的な証言を得ることができない。 

さらに、社会保険事務所の記録から、Ａ事業所が厚生年金保険の適用事業



 

  

所となったのは昭和 35 年７月１日からであることが確認でき、申立期間の

一部は厚生年金保険の被保険者となることができなかった期間である。 

加えて、社会保険事務所が保管するＡ事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿の昭和 35 年７月１日から 36 年５月 31 日までの期間に申立人

の名前は見当たらず、健康保険の整理番号にも欠番が無いことから申立人の

記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


